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OECD:BEPS 行動 13 のガイダンスの公表

国別報告書（CBCR）の実施ガイダンス

9 February 2015

In brief

2015年2月6日、OECDはBase Erosion and Profit Shifting (BEPS）プロジェクトの行動計画13に関して、移転価

格文書と国別報告書（Country-by-Country Reporting）の実施ガイダンスを発表しました。

行動計画13は、多国籍企業から税務当局に対して収益、利益、税額（発生額および支払額ベース）および主

な経済活動に関する情報の提供を求める国別報告書テンプレートの利用をはじめ、移転価格文書化基準の

改善を通じた透明性の向上を図ることを目的としています。2014年9月16日に発表された第一次提言では、移

転価格文書と国別報告書の記載内容や作成要領が最終化されました。これに続き、今回の発表では、国別

報告書について、導入時期、対象となる多国籍企業、税務当局の収集と使用に関する必要条件、税務当局

間の情報交換の枠組みと実施パーケージが勧告されました。

本提言において、OECDより国別報告書の作成・提出義務を導入すべき時期が示されたことにより、各国は自

国の移転価格税制のもとで国別報告書の作成・提出義務を具体的にルール化していくことになります。親会

社の所在国によっては、早ければ、2016年1月1日以降に開始する事業年度分から国別報告書の提出が求め

られることになります。

In detail

行動計画13：移転価格文書と国別報告書の実施ガ

イダンスの発表

税務執行の透明性を高めることを目的として、行動

計画13において、移転価格文書化の再検討が行わ

れています。OECD/G20によるBEPSプロジェクトは、

2014年9月16日に発表された第一次提言において、

移転価格文書と国別報告書の記載内容や作成要領

を最終化しました。これに続き、OECDは、今回、国

別報告書の実施ガイダンスを発表しました。

第一次提言では、マスターファイル（多国籍企業の

概要とグループとしての移転価格ポリシーを記載）、

ローカルファイル（現地移転価格税制に即して、現地

グループ企業の取引を記載）、国別報告書（多国籍

企業グループ内の収入や税金の状況を国別に記載）

の作成要領が示されました。各国税務当局は、各文

書の収集と使用において、整合性をもって効果的に

実施することが求められています。今回のガイダンス

では、国別報告書の（1）導入時期、（2）対象となる多

国籍企業、（3）国別報告書に係る税務当局の情報の

収集と使用に関する必要条件、（4）情報交換規定に

関する政府間の枠組みと実施パッケージが述べられ

ています。

また、マスターファイルとローカルファイルは現地の

税制に沿って導入され、当該国の求めにより提出す

べきとされています。
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1. 導入時期

本提言においては、最初の国別報告書を提出すべき事業年度は、原則として、2016年1月1日以降に開始する事業年度とする

ものとされました。今後、各国の移転価格税制においても具体的に国別報告書の作成義務が導入され、できるだけ早期に取り

入れられるものと考えられます。

第一次提言でも示されたとおり、多国籍企業が国別報告書を作成し提出する期限は対象事業年度の終了日から1年とされてい

ます。したがって、親会社の事業年度が1月1日に開始する多国籍企業の場合の最初の国別報告書の対象年度は2016年1月1

日に開始し2016年12月31日に終了する事業年度となり、その提出期限は、2017年12月31日となります。一方、親会社の事業年

度が4月1日に開始する多国籍企業の場合の最初の国別報告書の対象年度は2016年4月1日に開始し2017年3月31日に終了

する事業年度となり、その提出期限は、2018年3月31日となります。2016年1月1日より前に開始する事業年度については、国別

報告書の作成の必要はありません。また、提出期限は、多国籍企業の親会社の連結財務諸表における連結事業年度を基準と

して設定され、子会社の事業年度や税務年度を基準とするものではありません。

2. 対象となる多国籍企業

本提言においては、多国籍企業は、前事業年度の年間連結売上高が750百万ユーロ未満（日本円で約1000億円）の場合を除

いて、すべての多国籍企業が各年の国別報告書を提出すべきものとしています。

したがって、たとえば、2016年4月1日に開始する事業年度について、前事業年度（2016年3月末）における連結売上高が625百

万ユーロ（約830億円）であった場合、国別報告書を提出する必要はないことになります。この結果、国外関連取引を行う多くの

中小企業は国別報告書の作成義務の対象から除外されることとなると考えられます（OECD/G20は、これにより、多国籍企業の

85%から90%が作成義務を免除されることとなるものの、提出義務を負うこととなる多国籍企業のみで税収全体の90％になること

が想定されるため、各国の税務当局は国別報告書によって、ほぼ全体の税務状況を確認することができるであろうとしていま

す。）。なお、2020年に実施要領が見直される際に、この売上高基準が適切な金額基準であるかどうかが再検討される予定で

す。

なお、除外基準はこの連結売上高基準のみであり、特定の産業や投資ファンド、NPO等の会社形態をとらない事業体について

の除外基準は明示されていません。

3. 国別報告書に係る税務当局の情報の収集と使用に関する必要条件

国別報告書は、多国籍事業の事業における重要な情報を含むため、OECD/G20のBEPSプロジェクト参加国はその取扱いにつ

いて下記のような条件に合意しました。

・ Confidentiality (守秘義務（機密保護）)：提出された報告書類の機密保護について、法的な守秘義務を設ける。

・ Consistency (整合性)：多国籍企業の親会社が国別報告書を作成し、その居住地国の税務当局に提出する。また、国

別報告書の作成にあたっては、第一次提言で示されたテンプレート（報告内容）を使用する。

・ Appropriate Use (適正な使用)：ハイレベルな移転価格リスクの確認のために用いるものであり、国別報告書の情報にも

とにした所得配分方式による更正は行わない。

4. 情報交換規定に関する政府間の枠組みと実施パッケージ

(1) 枠組み

多国籍企業の子会社居住地国の税務当局が当該多国籍企業の親会社の居住地国の税務当局に提出されている国別報告書

を共有する方法は、租税条約等に基づく自動交換規定によるものとし、多国籍企業の親会社の居住地国の税務当局から入手

すべきものとしています。すなわち、二国間租税条約、税務行政執行共助条約または情報交換協定（TIEAs）などの政府間メカ

ニズムに従った自動的情報交換が第一の方法であるとされています。例外として、自動交換規定の枠組みでは適切に国別報

告書を共有できない場合（たとえば、最上位の親会社の居住地国が国別報告書の提出を義務付けていない場合、親会社の居

住地国の税務当局と子会社の税務当局との間で自動交換規定の枠組みが存在しない場合、自動交換規定に基づき情報交換

が行われない場合）、現地子会社による提出や国別報告書の収集先の移管、次の段階の親会社の居住国による情報交換と

いった第二の方法（補完的メカニズム）を認めるべきとしています。
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(2) 実施パッケージ

BEPSプロジェクト参加各国は、下記の方法により、国別報告書の情報交換を行うべきものとしています。

・ 最上位の親会社に国別報告書の提出を要請する法令を制定する（上記4.(1)の第二の方法の要領も策定する）。

・ 国際的な合意に基づき、国別報告書の自動交換を実施する（財務情報を自動的に交換するための権限のある当局に

よる合意制度も含む）。

・ 上記に示されていない項目を含めて、包括的なルールを2015年4月までに検討する。

5. 今後の検討

OECD/G20のBEPSプロジェクト参加国では、第一次提言および本提言で示された国別報告書に関するフレームワークを今後

各国法令に反映していくことを合意しています。また、情報交換規定の国際的な合意の枠組みも今後急速に拡大していくものと

予想されます。各国での導入後の運用は注意深くモニタリングされることとなりますが、2020年にはその実施状況が報告され、さ

らなる見直しが検討されることとなっています。さらに、国別報告書によるリスク評価により、より効果的な紛争解決の必要性が高

まります（行動計画14での検討）。

我が国においても、早ければ、2016年1月以降に開始する事業年度から国別報告書の作成および提出が求められることになる

可能性があるため、特に上記の売上高基準を満たす日本企業にあっては、今のうちから必要な情報の入手方法や収集した情

報の管理について、検討を進めておく必要があるものと考えられます。

BEPS行動計画13に関する「移転価格文書と国別報告書の実施ガイダンス」については、以下OECDのホームページをご参照く

ださい。

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project BEPS Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing

Documentation and Country-by-Country Reporting（http://www.oecd.org/ctp/beps-action-13-guidance-implementation-tp-

documentation-cbc-reporting.pdf）
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